
●乳幼児健康診査

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月

３０
（火）

２８
（火）

２５
（火）

３０
（火）

２３
（金）

２４
（火）

２６
（火）

２４
（火）

２８
（金）

２５
（火）

3～4か月児 12：30～12：45 R5.12月生 R6.1月生 R6.2月生 R6.3月生 R6.4月生
R6.5月-

R6.6月10日生

R6.6月11日
- R6.7月

R6.8月-
R6.9月10日生

R6.9月11日-
R6.10月生

R6.11月生

9～10か月児 12：45～13：00 R5.6月生 R5.7月生 R5.8月生 R5.9月生 R5.10月生
R5.11-

R5.12月10日生

R5.12月11日

-R6.1月生

R6.2月-
R6.3月10日生

R6.3月11日

-4月生
R6.5月生

１歳６ヵ月児
健康診査

1歳6ヶ月児
（1歳6ヶ月～

概ね1歳8ヶ月）

R4.9月

-10月生

R4.11月

-12月生

R5.1月

-2月生

R5.3月

-4月生

R5.5月

-6月生

R5.7月

-8月生

３歳児
健康診査

　　　3歳児
　（3歳～概ね
　　　3歳4ヶ月）

R3.2月

-3月生

R3.4月

-5月生

R3.6月

-7月生

R3.8月

-9月生
R3.10月生 R3.11月生

R3.12月-
R4.1月生

5歳児
発達相談

全区 保健センター 5歳児（希望者） 13：30～15：30 12（火） 3（火）

　令和６年度に５歳児になるお子様を対象に発達
や日常生活に関するアンケートを送付し、その結
果で発達相談をご案内します。内容は、小児科医
師による診察と発達相談、教育相談などです。

香美町　令和６年度　母子保健事業日程表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香美町　健康スローガン　　～生活リズム　運動習慣　健口ライフ～

　乳幼児健診はお子様の健やかな発育・発達を確
認できる大切な機会です。
　全対象児共通で問診、計測、内科診察、歯科指
導、栄養指導、保健指導を受けていただきます。
　１歳６か月児・３歳児健康診査では歯科健診、育
児相談（希望者）、３歳児健康診査では尿検査（家
庭で採尿）、目のアンケート・自己検査、屈折検
査、耳のアンケート・自己検査があります。
　対象になる健診日の３～４週前には個別通知で
日時等をご案内します。

13：00～14：00

乳児 健康診査

全区 保健センター

実施日
内容名称 対象地区 会場 対象月齢等 受付時間


